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平成２６年１２月２５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

 特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求事件                                      

（口頭弁論の終結の日 平成２６年１０月２３日） 

判 決            

東京都千代田区〈以下略〉 

原 告               株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ               

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士               大  野  聖  二               

同                 小  林  英  了               

同                 本  橋  た え 子               

同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士               田  中  久  子               

ドイツ連邦共和国 プラッハ ツークシュピッツシュトラーセ １５ 

被 告               アイピーコム ゲゼルシャフト               

ミット  ベシュレンクテル               

ハフツング ウント コンパニー               

コマンディートゲゼルシャフト               

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士               片 山 英 二               

同                 服 部  誠               

同                 中 村  閑               

同                 牧    恵 美 子               

同                 黒 田  薫               

同                 岩 間 智 女               

同                 村 田 真 一               

同 補 佐 人 弁 理 士               相 田 義 明               

主 文            

１ 原告が別紙１物件目録記載の通信サービスを提供したことについて，

被告が原告に対して特許第４６９６１７９号の請求項９及び２２に係
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る特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権又は不当利得返還請求権

を有しないことを確認する｡ 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

３ この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。 

事 実 及 び 理 由            

第１ 請求 

 主文第１項，第２項同旨 

第２ 事案の概要 

 本件は，「ＦＯＭＡ」という名称の携帯電話通信サービスを提供する原告

が，主文第１項掲記の特許権を有する被告に対し，上記サービスを提供した

行為は上記特許権を侵害するものではないと主張して，不法行為に基づく損

害賠償債務又は不当利得返還債務の不存在確認を求める事案である。 

１ 前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により

容易に認定することができる事実） 

 当事者 

 原告は，携帯電話による通信サービスの提供等を業とする株式会社である。 

 被告は，携帯電話による通信に関する特許権の買収及びそのライセンス活

動を業とするドイツ連邦共和国法人である。 

 被告の特許権 

ア 被告は，次の特許権（以下「本件特許権」という。また，その特許出願

の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。）の特許権

者である。 

特 許 番 号       特許第４６９６１７９号 

出 願 日       平成２２年９月１７日（特願２０１０－２０９７２８） 

登 録 日       平成２３年３月４日 

発明の名称       アクセス権限を通信網の少なくとも１つの移動局に設
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定する方法，移動局，移動局として構成された通信網

の作動方法，および，通信システム 

イ 本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項９の記載は，次のとおりで

ある（以下，当該発明を「本件発明１」という。また，ランダム数又は

擬似ランダム数を併せて「ランダム数等」ということがある。）。 

「 少なくとも１つの基地局（１００）を備える，移動無線網として構成され

た通信網の作動方法であって， 

 前記基地局は，少なくとも２つの移動局（５，１０，１５，２０）の存

在する無線セルを展開し， 

 前記基地局（１００）は，前記少なくとも２つの移動局（５，１０，１

５，２０）に情報信号と，当該情報信号とともにアクセス権限データ（５

５）を送信し， 

 当該情報は，どの移動局（５，１０，１５，２０）に対して，複数の移

動局により共通に使用可能通信チャネル（３０）上で基地局に送信するた

めの権限が割り当てられているかという情報を含んでいる方法において， 

 前記アクセス権限データ（５５）は，アクセス閾値（Ｓ）に対するアク

セス閾値ビット（Ｓ３，Ｓ２，Ｓ１，Ｓ０）と，複数の移動局（５，１０，

１５，２０）のユーザクラスに対するアクセスクラス情報（Ｚ３，Ｚ２，

Ｚ１，Ｚ０）を含んでおり， 

 前記アクセス権限データ（５５）は，共通に使用可能な通信チャネル

（３０）への移動局（５，１０，１５，２０）によるアクセスを，次のよ

うに許可するよう作成されており，すなわち所属のアクセスクラスビット

が第１の値を有するユーザクラスに所属する移動局が，アクセス閾値

（Ｓ）に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるように作成さ

れており， 

 所属のアクセスクラスビットが第２の値を有するユーザクラスに所属す
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る移動局は，通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を検出するため

に，前記アクセス閾値（Ｓ）がランダム数または擬似ランダム数（Ｒ）と

比較されるアクセス閾値評価を実行しなければならず，少なくとも１つの

移動局（５，１０，１５，２０）の通信チャネルへのアクセス権限が比較

結果に依存して割り当てられることを特徴とする方法。」 

      ウ 本件発明１は，以下の構成要件に分説される（以下，各構成要件を「構

成要件Ａ」などという。）。 

Ａ 少なくとも１つの基地局（１００）を備える，移動無線網として構成

された通信網の作動方法であって， 

Ｂ 前記基地局は，少なくとも２つの移動局（５，１０，１５，２０）の

存在する無線セルを展開し， 

Ｃ 前記基地局（１００）は，前記少なくとも２つの移動局（５，１０，

１５，２０）に情報信号と，当該情報信号とともにアクセス権限データ

（５５）を送信し， 

Ｄ 当該情報は，どの移動局（５，１０，１５，２０）に対して，複数の

移動局により共通に使用可能通信チャネル（３０）上で基地局に送信す

るための権限が割り当てられているかという情報を含んでいる方法にお

いて， 

Ｅ 前記アクセス権限データ（５５）は，アクセス閾値（Ｓ）に対するア

クセス閾値ビット（Ｓ３，Ｓ２，Ｓ１，Ｓ０）と，複数の移動局（５，

１０，１５，２０）のユーザクラスに対するアクセスクラス情報（Ｚ３，

Ｚ２，Ｚ１，Ｚ０）を含んでおり， 

Ｆ 前記アクセス権限データ（５５）は，共通に使用可能な通信チャネル

（３０）への移動局（５，１０，１５，２０）によるアクセスを，次の

ように許可するよう作成されており，すなわち 

Ｆ１ 所属のアクセスクラスビットが第１の値を有するユーザクラスに
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所属する移動局が，アクセス閾値（Ｓ）に関係なく通信チャネルに

アクセスすることができるように作成されており， 

Ｆ２ 所属のアクセスクラスビットが第２の値を有するユーザクラスに

所属する移動局は，通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を

検出するために，前記アクセス閾値（Ｓ）がランダム数または擬似

ランダム数（Ｒ）と比較されるアクセス閾値評価を実行しなければ

ならず，少なくとも１つの移動局（５，１０，１５，２０）の通信

チャネルへのアクセス権限が比較結果に依存して割り当てられる 

Ｇ ことを特徴とする方法。 

エ 本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項２２の記載は，次のとおりで

ある（以下，当該発明を「本件発明２」といい，本件発明１と併せて「本

件各発明」という。）。 

「 移動無線網として構成された通信網と，無線セルを展開する少なくとも１

つの基地局（１００）と，シグナリングチャネル（２５）とを有する通信シ

ステムであって， 

 前記シグナリングチャネル（２５）を介して基地局（１００）が，前記

無線セル内に存在する移動局（５，１０，１５，２０）に情報信号を送信

し， 

 これにより１つのユーザクラス（３５，４０）に所属する個々の移動局

（５，１０，１５，２０）には，複数の移動局により共通に使用可能な通

信チャネル上で送信するために，どの権限が対応するユーザクラス（３５，

４０）に割り当てられているかが情報通知される通信システムにおいて， 

 基地局は情報信号とともにアクセス権限データ（５５）を送信し， 

 該アクセス権限データは，アクセス閾値（Ｓ）に対するアクセス閾値ビ

ット（Ｓ３，Ｓ２，Ｓ１，Ｓ０）と，複数の移動局（５，１０，１５，２

０）のユーザクラス（３５，４０）に対するアクセスクラス情報（Ｚ３，
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Ｚ２，Ｚ１，Ｚ０）を含んでおり， 

 前記アクセス権限データ（５５）は，所属のアクセスクラスビットが第

１の値を有するユーザクラスに所属する移動局が，アクセス閾値（Ｓ）に

関係なく通信チャネルにアクセスすることができるよう作成されており， 

 所属のアクセスクラスビットが第２の値を有するユーザクラスに所属す

る移動局は，通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を検出するため

に，前記アクセス閾値（Ｓ）がランダム数または擬似ランダム数（Ｒ）と

比較されるアクセス閾値評価を実行しなければならず，少なくとも１つの

移動局（５，１０，１５，２０）の通信チャネルへのアクセス権限が比較

結果に依存して割り当てられることを特徴とする通信システム。」 

オ 本件発明２は，以下の構成要件に分説される（以下，各構成要件を「構

成要件Ａ」などという。また，本件発明１の構成要件と併せて摘示すると

きに「各構成要件Ａ」などということがある。）。 

Ａ 移動無線網として構成された通信網と，無線セルを展開する少なくと

も１つの基地局（１００）と，シグナリングチャネル（２５）とを有す

る通信システムであって， 

Ｂ 前記シグナリングチャネル（２５）を介して基地局（１００）が，前

記無線セル内に存在する移動局（５，１０，１５，２０）に情報信号を

送信し， 

Ｃ これにより１つのユーザクラス（３５，４０）に所属する個々の移動

局（５，１０，１５，２０）には，複数の移動局により共通に使用可能

な通信チャネル上で送信するために，どの権限が対応するユーザクラス

（３５，４０）に割り当てられているかが情報通知される通信システム

において， 

Ｄ 基地局は情報信号とともにアクセス権限データ（５５）を送信し， 

Ｅ 該アクセス権限データは，アクセス閾値（Ｓ）に対するアクセス閾値
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ビット（Ｓ３，Ｓ２，Ｓ１，Ｓ０）と，複数の移動局（５，１０，１５，

２０）のユーザクラス（３５，４０）に対するアクセスクラス情報（Ｚ

３，Ｚ２，Ｚ１，Ｚ０）を含んでおり， 

Ｆ 前記アクセス権限データ（５５）は， 

Ｆ１ 所属のアクセスクラスビットが第１の値を有するユーザクラスに

所属する移動局が，アクセス閾値（Ｓ）に関係なく通信チャネルに

アクセスすることができるよう作成されており， 

Ｆ２ 所属のアクセスクラスビットが第２の値を有するユーザクラスに

所属する移動局は，通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を

検出するために，前記アクセス閾値（Ｓ）がランダム数または擬似

ランダム数（Ｒ）と比較されるアクセス閾値評価を実行しなければ

ならず，少なくとも１つの移動局（５，１０，１５，２０）の通信

チャネルへのアクセス権限が比較結果に依存して割り当てられる 

Ｇ ことを特徴とする通信システム。 

 原告の行為 

ア 原告は，遅くとも平成２３年３月４日（本件特許権の設定登録日）以降，

別紙１物件目録記載の通信サービス（以下「原告サービス」という。）を

提供している。 

イ 原告サービスは，Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple 

Access）方式に準拠した携帯電話を使用することができるネットワークを

提供するものであり，第３世代携帯電話システム等の普及促進と付随する

仕様の世界標準化を目的とする複数の団体のプロジェクトである３ＧＰＰ

（Third Generation Partnership Project）に準拠している。 

ウ ３ＧＰＰは，ある基地局の配下の無線セル内に存在する複数の移動局

（携帯電話，無線電話等の端末。以下同じ｡）がランダムアクセスチャネ

ル（ＲＡＣＨ。複数の移動局と基地局の間で共通に使用され，複数の移動
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局によりランダムにアクセスされるチャネル。）にアクセスする際のアク

セスの衝突による過負荷を制御する仕様を，次のとおり定めている。 

 移動局は，優先度の高い五つの特別なアクセスクラスＡＣ１１～１５

に割り当てられるものがあるほかは，０～９のＡＣにランダムに割り当

てられており，これらの数値は，各移動局のＳＩＭ又はＵＳＩＭ（以下，

これらを併せて「ＳＩＭ等」という。）に記憶されている。 

 基地局は，配下の無線セル内に存在する各移動局に対し，複数のシス

テム情報ブロックＳＩＢで構成されるシステム情報を送信する。ＳＩＢ

５には，ＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピング及び持続スケーリングファクタ

ーｓⅰが，ＳＩＢ７には動的持続レベルＮがそれぞれ含まれている。 

 ＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは，ＡＣとアクセスサービスクラスＡ

ＳＣとの対応付けを示す情報であり，具体的には，下記のようにＳＩＢ

５における七つの情報要素ＩＥによって示され，移動局は，受信したＡ

Ｃ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングから，ＳＩＭ等に記録されたＡＣに対応す

る自局のＡＳＣを求める。ＡＳＣには，０～７の八つが存在し，ＡＳＣ

＝０が最高の優先度に，ＡＳＣ＝７が最低の優先度に対応する。 

 Ｎは，ＡＳＣの値に対応するＰｉ（ｉ＝１～７）を求めるための持続

値Ｐ（Ｎ）に用いられる代数であり，１～８の値をとる。Ｐ（Ｎ）は，

Ｐ（Ｎ）＝２－（Ｎ－１）によって求められるところ，ＡＳＣとＰｉとの関係

は，次の表のとおりである。 

 

 

 上記のとおり，ＡＳＣ＝０のとき，Ｐｉ（＝Ｐ０）は常に１となる。他

方，ＡＳＣ＝１のとき，Ｐｉ（＝Ｐ１）は，送信されるＮに基づき，Ｐ
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（Ｎ）＝２－（Ｎ－１）により求められる。ＡＳＣ＝２～７のときは，Ｐｉ

（＝Ｐ２～７）は，ｓⅰ及びＮに基づきＰⅰ＝ｓⅰＰ（Ｎ）＝ｓⅰ×２－（Ｎ－

１）により算出される。ｓⅰは，０．１～１の値で表され，ｓⅰが送信さ

れていない場合には，ｓⅰの値が１であることを意味する。 

 移動局におけるＲＡＣＨへのアクセスの可否は，次のフローチャート

のとおり判断される。 

 

 すなわち，移動局は０以上１未満のランダム数Ｒを発生させ，移動局

のＡＳＣに対応するＰｉの値が当該Ｒと比較され（上記図の②），Ｒが

Ｐｉ以下である場合に，移動局から「ＰＨＹ－ＡＣＣＥＳＳ－Ｒｅｑ」
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という信号が送信されてＲＡＣＨ送信手続が開始され（上記図の③），

移動局のＲＡＣＨへのアクセス権限が付与されることになる。 

 ｉ（＝Ｐ０）は，Ｎの値にか

かわらず常に１となるので，Ｐ０は常にＲより大きくなり，移動局はＮ

の値とは無関係にＲＡＣＨへのアクセス権限が付与される。 

 また，ＡＳＣ＝１のときは，Ｐｉ（＝Ｐ１）は，Ｐ（Ｎ）＝２－（Ｎ－１）

により求められ，Ｎの値によって０～１の値となる。ＡＳＣ＝２～７の

ときは，Ｐｉ（＝Ｐ２～７）は，ｓⅰＰ（Ｎ）＝ｓⅰ×２－（Ｎ－１）により求め

られ，ｓⅰ及びＮの値によって０～１の値となる。移動局のＲＡＣＨへ

のアクセス権限は，これらのＰ１～７とＲとの比較により判断される。 

 以上によれば，３ＧＰＰの下では，ＡＳＣ＝０のときは，ＰｉがＮの

値にかかわらず常に１となり，移動局はＮの値とは無関係に常にＲＡＣ

Ｈへのアクセス権限が付与される。 

 また，ＡＳＣ＝１の場合において，●（省略）● 

 他方，ＡＳＣ＝２の場合において，●（省略）● 

（乙７～９） 

エ 原告は，ＲＡＣＨへのアクセス制御に関する原告サービスの通信網の作

動方法（以下「原告方法」という。）又は通信システム（以下「原告シス

テム」といい，原告方法と併せて「原告方法等」という。）が別紙２「原

告サービスの構成目録」記載のとおりであると主張している。また，原告

方法等においては，ＳＩＢ５に含まれるｓⅰの値としては０．５が送信さ

れている。 

 仮に原告方法等の構成が別紙２記載のとおりのものであるとすると，原

告方法等の下では●（省略）● 

 他方，原告方法等において●（省略）●また，原告方法等において●

（省略）● 
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 確認の利益 

 被告が，原告に対し，原告サービスの提供が本件特許権の侵害に当たると

主張して実施料相当額の支払ないし損害賠償を求めているのに対し，原告は

これを争っている。ただし，被告は具体的な請求金額を明らかにしていない。 

２ 争点 

 被告は，主位的には，仮に原告方法等の構成が別紙２記載のとおりのもの

であるとしても，●（省略）●から，原告方法等は本件各発明の構成要件を

充足する旨主張する（以下，この主張を「主位的主張」という。）。これに

対し，原告は，●（省略）●ような構成は，各構成要件Ｃ～Ｆ２を充足しな

いと主張する（その余の各構成要件の充足性は争っていない。）。 

 また，被告は，予備的主張として，仮に各構成要件Ｃ～Ｆ２の解釈が原告

の上記主張のとおりであるとしても，原告方法等の下では，●（省略）●よ

うな構成とはいえないから各構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する旨主張し（以下，

①及び②の主張をそれぞれ「予備的主張１」及び「予備的主張２」という。

なお，いずれの主張においても，原告方法等のその余の構成は別紙２のとお

りであることが前提とされている。），原告はこれを争っている。 

 したがって，本件の争点は，次のように整理することができる。 

 充足論（各構成要件Ｃ～Ｆ２の充足性） 

ア 主位的主張の当否 

イ 予備的主張１の当否 

ウ 予備的主張２の当否 

 損害論 

３ 争点に関する当事者の主張 

 充足論（各構成要件Ｃ～Ｆ２の充足性） 

ア 主位的主張の当否 

（被告の主張） 
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 別紙２の原告サービスの構成を前提とすると，別紙３「被告の主位的主

張」のとおり，原告方法等は各構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する。 

 なお，原告は後記（原告の主張）のとおり，各構成要件●（省略）●を

限定的に解釈するが，●（省略）●は特許請求の範囲において限定されて

おらず，これを●（省略）●構成も排除されていない。 

 そのことは，①本件特許権の特許請求の範囲の請求項１９に，本件発明

１の従属項として，「共通に使用可能な通信チャネル（３０）へのアクセ

スは，移動局の特定のユーザクラスに対してだけ一時的にまたは持続的に

優先して許可される請求項９から１８までのいずれか１項に記載の方

法。」が開示されており，●（省略）●構成が開示されていること，②本

件明細書には，アクセス閾値はインターバル｛０，１...ｎ＋１｝から成

り，ランダム数等はインターバル｛０，１...ｎ｝から成る構成（段落

【００２７】），すなわち，●（省略）●構成が開示されていること，③

本件明細書に「優先クラスに所属しない移動局が優先閾値Ｐとの比較を実

行せずに，ＲＡＣＨ３０へのアクセスを許可するために単に，アクセス閾

値Ｓより大きいか，または等しいランダム数または擬似ランダム数Ｒを引

き算することも可能である。」との記載があり（段落【００２９】），●

（省略）●構成が開示されていること，④本件明細書には，ランダム数等

がアクセス閾値より大きいか等しい場合にアクセスが許容され，そうでな

い場合はアクセスが許容されないことが記載されているところ（段落【０

０３９】），●（省略）●こと，⑤本件明細書の実施例（段落【００４

２】及び図４）において，評価ユニット６０が図４のフローチャートに従

って作動した結果，アクセス閾値評価を実行するプログラム点２１５

（「ランダム数等≧アクセス閾値？」の判断が実行される。）で●（省

略）●ことからも明らかである。 

（原告の主張） 
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 ●（省略）● 

 別紙２の原告方法等の構成によれば，原告方法等の下では，●（省

略）●されているとはいえない。 

 したがって，原告方法は，本件発明１の構成要件●（省略）●をいず

れも充足しない。また，原告システムは，本件発明２の構成要件●（省

略）●をいずれも充足しない。 

イ 予備的主張１の当否 

（被告の主張） 

 原告方法等においては，●（省略）●することができる。そのことは，

①原告が原告方法等において●（省略）●ことを示すものとして行った実

験（甲１６）が不適切な実験であり，原告は●（省略）●ことを示す証拠

を何一つ提出していないこと，②後記（原告の主張）のドメイン特定アク

セス制御（ＤＳＡＣ）が●（省略）●必要性がないとはいえないことから

も明らかである。したがって，原告方法等においては，●（省略）●こと

となり，各構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する。 

（原告の主張） 

 原告方法等においては，別紙２の５項のとおり，●（省略）●ＤＳＡ

Ｃと呼ばれる技術（ＳＩＢ３中に，音声とパケットというドメイン別に，

０～１５の各ＡＣが発信可であるか発信不可であるかを示すリストを含

ませて報知することにより，各移動局において音声又はパケットの発信

のための手順を開始させない技術）●（省略）● 

ウ 予備的主張２の当否 

（被告の主張） 

 原告方法等においては，●（省略）●スケーリングファクターとしては

ｓ２＝０．５が送信されており，●（省略）●ことができる。そのことは，

①スケーリングファクターとしてｓ２＝０．５が送信されていることは，
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●（省略）●ことを推認させること，②原告は●（省略）●している合理

的理由を説明していないことからも明らかである。したがって，原告方法

等において●（省略）●こととなるから，原告方法等は各構成要件Ｃ～Ｆ

２を充足する。 

（原告の主張） 

 原告方法等においては，●（省略）● 

３ＧＰＰにおいて，ＡＳＣ＝０は緊急通報の場合又は同等の優先度を有

する理由での使用が予定されている●（省略）● 

 損害論 

（被告の主張） 

 上記のとおり，原告方法等は本件各発明の技術的範囲に属するから，被

告は，原告に対し，本件特許権の侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利

得返還請求権を有する。 

（原告の主張） 

 争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１  

 被告は，仮に原告方法等の構成が別紙２のとおりのものであるとしても，

●（省略）●から，原告方法等は各構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する旨主張する。 

 しかしながら，各構成要件Ｆ２における●（省略）●に当たるとすること

はできないものと解するのが相当である。したがって，別紙２の原告方法等

を前提とすると，原告方法等は各構成要件●（省略）●を充足しないから，

被告の主位的主張は採用することができない。 

 その理由は，次のとおりである。 

 証拠（甲２）によれば，次の事実が認められる。 

ア 本件各特許の特許請求の範囲の記載をみると，本件発明１（移動無線
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網として構成された通信網の作動方法に関する発明）及び本件発明２

（通信システムに関する発明）の各構成要件Ｆ・Ｆ１・Ｆ２は，無線セ

ル内の全ての移動局を，所属のアクセスクラスビットが第１の値を有す

るユーザクラス（以下「第１のユーザクラス」という。）に属する移動

局（以下「第１の移動局」という。）と，第２の値を有するユーザクラ

ス（以下「第２のユーザクラス」という。）に属する移動局（以下「第

２の移動局」という。）の二つに大別し，第１の移動局はアクセス閾値

に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるようにされている

のに対し，第２の移動局が通信チャネルにアクセスするためには，アク

セス閾値がランダム数等と比較されるアクセス閾値評価を実行してその

比較結果に依存した割り当てがされなければならないという●（省略）

●ことが必須の構成とされている点で共通する。 

 なお，本件特許権に係る特許請求の範囲には，本件各発明以外の独立

項として請求項１の発明（アクセス権限を通信網の少なくとも一つの移

動局に設定する方法に関する発明）及び請求項６の発明（移動局に関す

る発明）が記載されているところ，これらの発明も，本件各発明と同様

に，移動局の所属するユーザクラスを二つに分け，●（省略）●ことが

必須の構成とされている。 

イ 本件明細書の発明の詳細な説明には，次の趣旨の記載がある。 

 本発明が解決しようとする課題は，移動通信網で作動する多数の移

動局が，遠隔通信チャネルを介して基地局に情報を送信する際，種々

の移動局からの通信が通信チャネル上で衝突する危険があることから，

そのような衝突を避け，移動局が基地局と通信できるようにするため，

移動局の通信チャネルへのアクセスが効率的に行えるようにするとこ

ろにある（段落【０００４】）。 

 上記課題を解決するため，移動局の所属するユーザクラスを二つに
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区分し，●（省略）●（段落【０００５】～【０００８】）。そして，

少なくとも一つの移動局の評価ユニットで，アクセス権限データが，

少なくとも一つの所定のユーザクラスに対するアクセスクラス情報を

備えるアクセス権限情報を含んでいるか否かが検査され，含んでいる

場合には，少なくとも一つの移動局が少なくとも一つの所定のユーザ

クラスに所属することを前提にして，少なくとも一つの移動局の通信

チャネルへのアクセスを，当該ユーザクラスに対するアクセスクラス

情報に依存して許可する。このようにして，移動局がアクセス閾値を

用いたランダム分配に基づき，当該通信チャネルへのアクセスが認め

られない場合であっても，所定のユーザクラスの移動局自体は遠隔通

信チャネルの使用が許可される。このようにして例えば，警察，消防

等の非常サービスの移動局をこのような所定のユーザクラスに割り当

てることができる。このユーザクラスはランダム分配に依存しないで

遠隔通信チャネルに優先的にアクセスすることができる（段落【００

１１】）。 

 ＲＡＣＨの過負荷は，ネットワークプロバイダがＲＡＣＨへのアク

セスを個々の移動局に対して所期のように制限することによって回避

することができる。ここでＲＡＣＨへのアクセスは，例えば移動局の

所定のユーザクラスに対してだけ一時的に又は持続的に優先して許容

される。ネットワークプロバイダは，個々の移動局に対し，一つ又は

二つのユーザクラスへのその所属性に依存して，ＲＡＣＨへのアクセ

スをイネーブルすることができる（段落【００２２】）。 

 上記認定事実を基に，被告の主位的主張の当否を判断する。 

ア ●（省略）●（広辞苑第５版），●（省略）●（情報・通信新語辞典

２００２年版）をいうものとされている（甲３，４）。 

 そうすると，各構成要件Ｆ２の●（省略）●という用語が用いられて
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いるものと解することができる。 

イ ある通信方法又はシステムが，●（省略）●に当たるか否かは，各構

成要件Ｆ２の文言のみからでは，必ずしも定かではない。 

 上記の場合，各構成要件Ｆ２の文言に着目する限り，形式的には●

（省略）●とする解釈も成り立ち得ないものではない。 

 

て構成された通信網の作動方法又は通信システムに関する発明である

ところ，いずれも，移動局の所属するユーザクラスを二つに分け，第

１の移動局はアクセス閾値に関係なく通信チャネルにアクセスするこ

とができるようにされているのに対し，第２の移動局が通信チャネル

にアクセスするためには，アクセス閾値がランダム数等と比較される

アクセス閾値評価を実行してその比較結果に依存した割り当てがされ

なければならないという●（省略）●ことを必須の構成としている。

このような構成要件の記載に照らすと，各構成要件Ｆ２の記載は，そ

の技術的意義を考慮に入れつつ，各構成要件Ｆ１との対比の下に解釈

ような解釈は採用することができないものというべきである。 

 

まず，当該通信方法又はシステムにおいて，●（省略）●上記のよう

な場合を技術的範囲に含むとすれば，本件各発明は技術的意義を有し

ないと解される。 

 他方，当該方法等において，●（省略）●したがって，このような

場合も技術的範囲に含むとすれば本件各発明はやはり技術的意義を有

しないと解される。 

 そうすると，第１のユーザクラスと第２のユーザクラスとを区別し，

かつ，●（省略）●とする本件各発明の構成が技術的意義を有するの
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は，●（省略）●場合に限られることとなる。 

 このような解釈は，上記アの●（省略）●とも整合するものと解さ

れる。 

ウ 

とができる。 

 すなわち，前記認定事実によれば，本件各発明の課題は，種々の移動

局からの通信が通信チャネル上で衝突する危険を避け，移動局の通信チ

ャネルへのアクセスが効率的に行えるようにするところにある。そして，

本件明細書は，上記の課題を解決するために，●（省略）●警察，消防

等の非常サービスの移動局を第１のユーザクラスに割り当てることがで

き，このユーザクラスはランダム分配に依存しないで遠隔通信チャネル

に優先的にアクセスできるとの解決手段を開示しており，この点に本件

各発明の本質的な部分があるということができる。 

 そうすると，●（省略）●になる。なお，本件明細書中に，上記のよ

うな各構成が本件各発明の技術的範囲に属することを開示ないし示唆す

る記載は見当たらない。 

エ 以上のとおり，各構成要件Ｆ２における●（省略）●に当たるとする

ことはできないものと解するのが相当である。 

オ 別紙２記載の原告方法等においては，●（省略）●（前

エ）。したがって，原告方法等において●（省略）●というべきである

から，原告方法等は各構成要件●（省略）●を充足しないものと解する

のが相当である。 

 よって，被告の主位的主張は理由がないものと解される。 

 これに対し，被告は，①本件特許権の特許請求の範囲の請求項１９には，

●（省略）●構成が開示されている，②本件明細書（段落【００２７】）

には，●（省略）●構成が開示されている，③本件明細書（段落【００２
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９】）に●（省略）●構成が開示されている，④本件明細書（段落【００

３９】）には，●（省略）●⑤本件明細書の実施例（段落【００４２】及

び図４）のアクセス閾値評価（「ランダム数等≧アクセス閾値？」の判断

が実行される。）で●（省略）●と主張する。 

 しかし，次のとおり，これらの主張はいずれも失当である。 

ア 上記①の主張について 

 本件特許権の特許請求の範囲の請求項１９には，本件発明１の従属項

として，「共通に使用可能な通信チャネル（３０）へのアクセスは，移

動局の特定のユーザクラスに対してだけ一時的にまたは持続的に優先し

て許可される請求項９から１８までのいずれか１項に記載の方法。」と

の発明が記載されているところ，これは，本件明細書中の「ＲＡＣＨへ

のアクセスは例えば移動局の所定のユーザクラスに対してだけ一時的に

または持続的に優先して許容される。」との記載（段落【００２２】）

本件各発明における第１のユーザクラスに割り当てられた第１の移動局

に対して，一時的に又は持続的に，通信チャネルへのアクセスを許可す

るというものであるから，●（省略）●構成が本件各発明の技術的範囲

に含まれるか否かに直接関わりのある記載とはいえない。 

イ 上記②の主張について 

 証拠（甲２）によれば，本件明細書に，「アクセス閾値Ｓはインター

バル｛０，１...ｎ＋１｝からなり，ランダム数または擬似ランダム数Ｒ

はインターバル｛０，１...ｎ｝からなることが当てはまる。このことに

よりＲＡＣＨ３０の使用をアクセス閾値Ｓ＝ｎ＋１により，全ての移動

局５，１０，１５，２０に対して制限することができる。すなわちＲＡ

ＣＨ３０へのアクセスが阻止される。ランダム数または擬似ランダム数

Ｒが同じように分布されたランダム関数により相応のインターバル｛０，
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１...ｎ｝から引き算されれば，ＲＡＣＨ３０へのアクセスの確率は全て

の移動局５，１０，１５，２０に対して等しい。」との記載（段落【０

０２７】）があることが認められる。 

 すなわち，本件明細書の上記段落に記載されているのは，●（省略）

●ような構成を開示するものではないと解される●（省略）●ことを前

提とする記載と解することはできない。）。このことは，本件明細書に

おいて●（省略）●ことからもうかがわれるところである。 

ウ 上記③～⑤の主張について 

 次のとおり，被告の指摘する箇所に所論の記載があることは，いずれ

も，本件明細書において●（省略）●構成が排除されていないとする被

告の主張の裏付けとなるものではないと解される。 

 すなわち，上記③の主張につき，証拠（甲２）によれば，本件明細書

に，「優先クラスに所属しない移動局が優先閾値Ｐとの比較を実行せず

に，ＲＡＣＨ３０へのアクセスを許可するために単に，アクセス閾値Ｓ

より大きいか，または等しいランダム数または擬似ランダム数Ｒを引き

算することも可能である。」との記載（段落【００２９】）があること

が認められるものの，これは，本件明細書において●（省略）●（段落

【００２７】，【００４２】等参照）を前提とする記載にすぎないもの

と解される。また，上記④の主張につき，被告の引用する本件明細書

（段落【００３９】）の記載（ランダム数等がアクセス閾値より大きい

か等しい場合にアクセスが許容され，そうでない場合はアクセスが許容

されない旨の記載）は，単に各構成要件Ｆ２の構成を説明するものとい

うことができる。さらに，上記⑤の主張につき，被告の指摘するプログ

ラム点２１５におけるアクセス閾値評価の記載されている図４ａ及びこ

れを説明する本件明細書の記載（段落【００４２】）は，単に本件各発

明の実施形態の流れをフローチャートとして説明するものと解される。 
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２ 的主張１の当否）について 

 被告は，原告方法等においては●（省略）●することができると主張す

る。 

 

等の各構成要件Ｃ～Ｆ２の充足性を主張する以上，被告は原告方法等にお

いて●（省略）●ことを立証する必要があると解される。 

 ところで，原告方法等においてＳＩＢとして●（省略）●送信されてい

るかは，３ＧＰＰテストプログラムがインストールされた端末を使用し，

原告に割り当てられた地上波公共移動通信ネットワークから発信された通

信信号を受信して，そのデータを信号解析ソフトウェアで解析する手法に

より，第三者において日時・場所を問わず調査することができるものであ

る。 

 証拠（乙４，１９）によれば，実際，被告は，本件提訴の約半年前であ

る平成２３年９月１３日及び本件訴訟係属中の平成２５年９月２７日，上

記手法により原告サービスにおいて送信されているＳＩＢを受信する実験

を行い，その解析をしたが，●（省略）●ことが認められる。 

 したがって，●（省略）●との被告主張事実を認めることはできない。 

 これに対し，被告は，①原告が原告方法等において●（省略）●こと

を示すものとして行った実験（甲１６）は不適切な実験である，②原告

の主張するようなＤＳＡＣが●（省略）●必要性がないとはいえないと

主張する。 

 しかしながら，原告が行った実験は，●（省略）●ことを示すものであ

り，その限度では実験の過程及び結果に不合理なところは見当たらない。

しかも，●（省略）●ことは被告において立証すべき事項であり，原告に

よる上記実験結果の提出は反証にすぎないから，仮にそれが適切さを欠く

実験であったとしても，そのことにより直ちに被告の主張事実が認められ
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ることとなるものではない。したがって，上記①の主張は失当である。 

 また，原告は，原告方法等において●（省略）●ことを主張したにすぎ

ないところ，被告は，ＤＳＡＣ●（省略）●における必要性を主張するも

のにすぎず，原告方法等において●（省略）●ことを裏付ける主張として

不十分であるといわざるを得ない。したがって，上記②の主張も理由がな

い。 

３  

 被告は，原告方法等においては，●（省略）●スケーリングファクターは

ｓ２＝０．５が送信されており，●（省略）●と主張する。 

 しかしながら，被告は原告方法等において●（省略）●ことを立証する必

において立証可能であるところ，被告が行った前記２回の実験においては，

●（省略）●ことが認められる（乙４，１９）。 

 したがって，被告主張事実を認めることはできないから，原告方法等が

●（省略）●を充足するということはできないものと解される。 

 これに対し，被告は，①スケーリングファクターとしてｓ２＝０．５が送

信されていることは，●（省略）●ことを推認させる，②原告は●（省略）

●している合理的理由を説明していないと主張する。 

 そこで判断するに，原告は，上記①の点に関し，原告方法等において●

（省略）●と主張している。そして，証拠（甲６，７，１２，１３）によれ

ば，３ＧＰＰ標準の仕様書に，●（省略）●旨の記載があることが認められ

る。これらによれば，原告方法等において●（省略）●のであるから，原告

の上記主張には合理性が認められ，被告の上記①の主張は採用することがで

きない。 

 また，証拠（甲６）によれば，３ＧＰＰ標準の仕様書に，ＡＳＣ０は緊急

通報の場合又は同等の優先度を有する理由で使用するとの記載があることが
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認められる。これによれば，原告方法等において●（省略）●との原告主張

には合理性が認められ，上記②の主張も採用することができない。 

４ 文書提出命令の申立てについて 

 被告は，①原告方法等の構成が原告の主張するとおりのものであること

は示されていない，②原告の行った前記実験（甲１６）には信用性が認め

られないなどとして，予備的主張１及び予備的主張２に係る事実を立証す

るため，特許法１０５条１項に基づき，原告の所持する●（省略）●等の

提出を求める申立て（以下「本件申立て」という。）をする。 

 しかしながら，既に説示したとおり，上記各事実は被告において立証す

べき事実であり，また，仮に上記実験に信用性が認められないとしても，

それにより直ちに上記各事実が認められることになるものでもないから，

上記①及び②の主張はいずれもそれ自体文書提出命令の必要性を基礎付け

るものではない。 

 被告は，既に説示したとおり，原告方法等においてＳＩＢとして●（省

略）●が送信されているかを，原告からの情報開示によることなく，独自

に調査・解析することができるのであり，そのための実験は，遅くとも被

告による最初の実験（乙４）が行われた平成２３年９月以降３年以上の間，

日本全国のいずれの地域においても行う機会が存在したものである。しか

るに，被告が証拠として提出した実験結果は２通にすぎず（乙４，１９。

前説示のとおり，これらの実験結果は，原告方法等が別紙２のとおりであ

ることを裏付けるものであった。），これ以外に実験が行われたのか否か

すら定かではない。 

 弁論の全趣旨によれば，被告は，本件提訴に先立つ平成２３年１１月の

原告との面談において，原告に対し，上記実験結果（乙４）を示して原告

方法等が本件各発明の技術的範囲に属する旨を主張した事実が認められる

ところ，仮に上記実験結果のみに基づいて上記主張をしたのであれば，確



- 24 - 

たる根拠もなく特許権侵害の主張をした結果，原告による本件提訴を招来

したと評価されてもやむを得ないところである。しかも，被告は，本件提

訴後，予備的主張１及び予備的主張２の立証としては，上記２通の実験結

果を提出したにすぎず，また，自ら反訴を提起したり損害額又は不当利得

額の主張をしたりしようともしない。 

 このような被告の応訴態度は，自ら行うべき立証の機会を放棄して原告

の反証や●（省略）●を求め続けてきたと評価せざるを得ないものであっ

て，被告は，原告方法等において予備的主張に係る事実が存在しないと推

測しながら探索的に本件申立てをしたものと推認されてもやむを得ないと

ころである。したがって，本件申立ては証拠調べの必要性を欠くものであ

るから，当裁判所は本件申立てを却下する。 

 なお，特許法１０５条１項ただし書の「正当な理由」の有無は，当該書

類を開示することによりその所持者が受ける不利益と，これが提出されな

いことにより申立人が受ける不利益とを比較衡量して判断すべきところ，

はその性質上いずれも原告の営業秘密に当たると認められることを考慮す

れば，本件において原告がその提出を拒むことには正当な理由があると解

すべきである。 

 よって，本件申立ては，この点からも理由がない。 

５ 結論 

 以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理

由があるから，これを認容することとして，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第４６部 

 

裁判長裁判官    長 谷 川  浩  二                 
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裁判官    清 野 正 彦                  

 

 

裁判官    植  田  裕 紀 久                 
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（別紙１） 

物 件 目 録            

 

 「ＦＯＭＡ」の名称で原告により提供されているＷ－ＣＤＭＡ方式を使った第３

世代携帯電話通信サービス 
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（別紙２） 

原告サービスの構成目録 

 

１ 別紙１の物件目録記載の通信サービスを提供する原告のシステム（以下，「ＦＯＭ

Ａ通信システム」という。）は，基幹網であるコアネットワーク（ＣＮ：Core 

Network）と，無線技術を制御して移動端末（ＵＥ：User Equipment）を接続するため

の無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ：UMTS Terrestrial Radio Access 

Network）とから構成される。ＵＴＲＡＮは，無線基地局（ＢＴＳ：Base Transceiver 

Station）と，無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ：Radio Network Controller）とを

含む。 

 

 

２ ＵＴＲＡＮは，ＵＥへシステム情報を報知する（3GPP TS 25.331 V8.6.0の「Figure 

8.1.1-1: Broadcast of system information」を参照）。システム情報は，複数のシ

ステム情報ブロック（ＳＩＢ：System Information Block）から構成され，このうち，

システム情報ブロックタイプ５（ＳＩＢ５）には，３ＧＰＰ規格上「ＡＣ（アクセス

クラス）－ｔｏ－ＡＳＣ（アクセスサービスクラス）マッピング」と呼ばれる情報要

素が含まれる（3GPP TS 25.331 V8.6.0の「8.5.13 Mapping of Access Classes to 

Access Service Classes」を参照）。 

ＢＴＳ 

ＲＮＣ 

ＢＴＳ 

… ＣＮ 

ＵＥ 

ＵＥ 
ＵＴＲＡＮ 

ＦＯＭＡ通信システム 
移動端末 
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●（省略）● 

 

３ ＵＴＲＡＮからＵＥへ報知されるシステム情報のうち，システム情報ブロックタイ

プ７（ＳＩＢ７）には，３ＧＰＰ規格上「動的持続レベル（Dynamic Persistence 

Level）Ｎ」と呼ばれる情報要素が含まれる（3GPP TS 25.331 V8.6.0の「8.5.12 

Establishment of Access Service Classes」を参照）。 

●（省略）● 

 ●（省略）●なお，ＲＡＣＨへのアクセスに関するＵＥの動作として，３ＧＰＰ規格

により定められているのは，ＵＥは，持続値Ｐｉに基づいて，ＲＡＣＨへのアクセスが

許可されるか否かを判断するということだけである*1。 

 ここで，ＵＥにおいて，０以上１未満の範囲で乱数Ｒを発生し，Ｒ≦Ｐｉが成立する

場合にＲＡＣＨへのアクセスが許可されると判断する構成（3GPP TS 25.321 V6.5.0の

「Figure 11.2.2.1: RACH transmission control procedure（UE side, Informativ 

●（省略）● 

 また，ＡＳＣ＝０は，３ＧＰＰ規格上，最高の優先度であって，緊急通報又は同等

の優先度を有する場合に使われなければならないところ*2，●（省略）● 

 

４ ●（省略）● 

以 上 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*1 3GPP TS 25.321 V6.5.0の「11.2.2 Control of RACH transmissions for FDD mode」にあ
る「Based on the persistence value Pi , the UE decides whether to start the L1 PRACH 
transmission procedure in the present transmission time interval or not.」という記載を参
照（本記載中の、レイヤ１の物理ＲＡＣＨ送信手順を開始してよいか否かを判断するというこ
とが、ＲＡＣＨへのアクセスが許可されるか否かを判断するということを意味するものとす
る）。 

*2 3GPP TS 25.331 V8.6.0の「8.5.12 Establishment of Access Service Classes」にある
「ASC 0 = highest priority. … ASC 0 shall be used in case of Emergency Call or for reasons 
with equivalent priority.」という記載を参照。 
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（別紙３） 

被 告 の 主 位 的 主 張            

 

１ 原告方法について 

 別紙２の原告サービスの構成を前提とすると，原告方法は次のように分説さ

れる（以下，それぞれの構成を「構成ａ」などという。）。 

ａ 移動無線網として構成された基地局を備える通信網の作動方法であって， 

ｂ 前記基地局は，複数の移動局の存在する無線セルを展開し， 

ｃ 前記基地局は，前記複数の移動局に，Ｎ及びＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピン

グを含むシステム情報を送信し， 

ｄ・ｅ 当該情報は，Ｒよりも大きい場合に通知チャネルへのアクセスが可能

となる閾値Ｐ（Ｎ）を導くための情報であるＮと，複数の移動局のＳＩＭ等

に記憶されているＡＣとＡＳＣとの対応付けをする情報であるＡＣ－ｔｏ－

ＡＳＣマッピングを含んでいる方法において， 

ｆ 前記Ｎ及びＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは，ＲＡＣＨへの移動局による

アクセスを，次のように許可するよう作成されており，すなわち 

ｆ１ 移動局のＳＩＭ等に記憶されているＡＣと受信したＡＣ－ｔｏ－ＡＳ

Ｃマッピングに基づき得られる●（省略）● 

ｆ２ 移動局のＳＩＭ等に記憶されているＡＣと受信したＡＣ－ｔｏ－ＡＳ

Ｃマッピングに基づき得られる●（省略）● 

ｇ を特徴とする方法。 

 原告方法は，次のとおり，本件発明１の構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する。 

ア アクセス閾値とは，ランダム数等と比較され，その比較結果に依存して通

信チャネルへのアクセス権限が割り当てられるものであり，アクセス閾値ビ

ットとは，アクセス閾値に対応するビットであるから，原告方法のＰ（Ｎ）

がアクセス閾値に，Ｎを表現するビットがアクセス閾値ビットに該当する



- 30 - 

（構成ｄ・ｅ，ｆ２）。また，アクセスクラス情報とは，ユーザクラスに対

応した，通信チャネルへのアクセスの可否に関連した情報であり，複数のユ

ーザクラスに対応するアクセスクラスビットで構成されるものであるから，

原告方法におけるＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングがアクセスクラス情報に，

これを構成する個々の情報要素であるＩＥがアクセスクラスビットに，それ

ぞれ該当する（構成ｆ１，ｆ２）。また，基地局から移動局へのＮ及びＡＣ

－ｔｏ－ＡＳＣマッピングを含むシステム情報であるアクセス権限データの

送信が情報信号により行われるから，原告方法は，構成要件Ｃを充足する。 

イ Ｎは，Ｒとの比較に使用されるＰ（Ｎ）を特定するものであり，Ｐ（Ｎ）

がＲよりも大きい場合にはＲＡＣＨへのアクセスが可能となる。また，ＡＣ

－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは，ＡＣとＡＳＣとの対応付けをする情報であり，

ＡＣと受信したＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングに基づき得られる●（省略）

●原告方法の構成ｄにおける「当該情報」は，どの移動局に対して，ＲＡＣ

Ｈの基地局にアクセスするための権限が割り当てられているかという情報を

含んでいる。したがって，原告方法は，構成要件Ｄを充足する。 

ウ 上記アのとおり，原告方法のＮは，「アクセス閾値に対するアクセス閾値

ビット」に，ＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは，「ユーザクラスに対するア

クセスクラス情報」に，それぞれ該当し，これらの送信は，アクセス権限デ

ータの送信に該当するから，原告方法は，構成要件Ｅを充足する。 

エ 原告方法は，●（省略）●から（構成ｆ１），構成要件Ｆ１を充足する。

また，原告方法は，●（省略）●から（構成ｆ２），構成要件Ｆ２を充足す

る。 

２ 原告システムについて 

 別紙２の原告サービスの構成を前提とすると，原告システムは次のように

分説される。 

ａ 移動無線網として構成された通信網と，無線セルを展開する基地局と，シ



- 31 - 

グナリングチャネルとを有する通信システムであって， 

ｂ 前記シグナリングチャネルを介して基地局が，前記無線セル内に存在する

移動局にシステム情報を送信し， 

ｃ これにより一つのＡＣに所属する個々の移動局には，ＲＡＣＨ上で送信す

るために，Ｒよりも大きい場合に通知チャネルへのアクセスが可能となるＰ

（Ｎ）を導くための情報であるＮと，複数の移動局のＳＩＭ等に記憶されて

いるＡＣとＡＳＣとの対応付けをする情報であるＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピ

ングが情報通知される通信システムにおいて， 

ｄ 基地局はＮ及びＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングを含むシステム情報を送信

し， 

ｅ 前記Ｎは，Ｒよりも大きい場合に通信チャネルへのアクセスが可能となる

Ｐ（Ｎ）を導くための情報であり，前記ＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは，

複数の移動局のＳＩＭ等に記憶されているＡＣとＡＳＣとの対応付けをする

情報であって， 

ｆ 前記Ｎ及びＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは， 

ｆ１ 移動局のＳＩＭ等に記憶されているＡＣと受信したＡＣ－ｔｏ－ＡＳ

●（省略）● 

ｆ２ 移動局のＳＩＭ等に記憶されているＡＣと受信したＡＣ－ｔｏ－ＡＳ

●（省略）● 

ｇ を特徴とする通信システム。 

 原告システムにおいては，「アクセス閾値」，「アクセス閾値ビット」，

「アクセスクラス情報」，「アクセスクラスビット」及び「アクセス権限デー

原告システムは本件発明２の構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する。 


